
  利用可能なサービス 

＜行政サービス例＞ 

行政サービス 担当課 

市営住宅への入居における同居者 
住宅土地政策課 

℡:0790-63-3106 

市立病院における面会、病状説明、手術等の

同意における患者の家族としての扱い 

公立宍粟総合病院 

℡:0790-62-2410 

犯罪被害者等遺族支援金等の給付 
危機管理課 

℡:0790-63-3119 
避難所での対応 

り災届出証明書の申請 

住民票の記載 

市民課 

℡:0790-63-3100 

乳幼児等医療費助成事業関係手続 

母子家庭等医療費助成事業関係手続 

高齢期移行医療費助成事業関係手続 

重度障害者医療費助成事業関係手続 

高齢重度障害者医療助成事業関係手続 

未熟児養育医療費助成事業関係手続 

国民年金関係手続 

国民健康保険関係手続 

後期高齢者医療制度 

り災証明書の交付申請 
税務課 

℡:0790-63-3124 
障がいのある方に対する軽自動車税減免申請 

税証明書の申請 

市営墓園の使用・継承 
生活衛生課 

℡:0790-63-3506 

母子手帳の交付 
保健福祉課 

℡:0790-62-1000 
乳幼児健診 

予防接種健康被害に関する救済制度 

保育所の入所申込・送迎 こども未来課 

℡:0790-63-3114 学童保育所の入所申込・送迎 

就学援助の申請 教育総務課 

℡:0790-63-3121 指定学校変更の申請、区域外就学の申請 

学校での引渡し 
学校教育課 

℡:0790-63-3118 

 

＜民間サービス例＞ 

賃貸住宅の入居､携帯電話の家族サービスの利用等 

 


